
モルドバ週報１９-１１ 

 - 1 -

  
#19-11 

【６月１日～１５日】 

〔モルドバの報道をもとに作成〕 

令和元年６月１８日 

在モルドバ大使館 
 

【主な出来事】 

●社会党とブロックＡＣＵＭは連立協議に合意し，８日，サンドゥ首相を中心とする新内閣を発足させた。一方民主

党は，新政府の発足は憲法が想定する期限内に行われなかったため新政府は違法であるとして，権力の委譲には応じな

いとしたため内政は一時混乱。このような中，ＥＵや欧米諸国がサンドゥ内閣支持に動いたこともあり，１４日，民主

党は内閣総辞職を発表し，混乱は収束に向かった。 

 

１．内政 

連立協議 

▼ＡＣＵＭ，社会党への議会議長ポスト提供を承認 

・４日，ＡＣＵＭと社会党は改めて連立の可能性につい

て協議を行った。協議後の会見においてグレチャヌ社会

党党首は，ＡＣＵＭは首相ポストと議会議長ポスト，反オ

リガルヒ関連法の採択に固執しており，社会党との立場

の相違は引き続き大きいとした。ＡＣＵＭ側は反オリガル

ヒ関連イニシアティブの議会での採択を確保するために

は議会議長職は譲れない旨説明した。 
・５日，ＰＡＳは全国評議会を開催し，社会党に議会議長

ポストを譲ることを受け入れる決定を行った。ＰＡＳの決定

は，社会党への信頼に基づくものではなく，これが独裁

を停止する唯一の方法だからであると説明した。 
・６日，ＤＡは政治評議会において，社会党各議員が反

オリガルヒ関連イニシアティブに賛成するとの文書への

署名を行うことなどを条件に社会党に議会議長ポストを

譲ることを受け入れるとの決定を行った。 
▼社会党，議会議長ポストに加え外相，内相，国防相

などを要求 
・６日，社会党は政治執行委員会を開催し，大統領権限

の再強化（２０１６年１０月以前のものと同等のもの），議会

議長ポストに加え外相，内相，国防相及び再統合相ポス

トを引き続き求めていくことを確認した。 
▼各党間の連立協議は不調に終わり，流れは早期選

挙に傾く 
・６日及び７日，ドドン大統領は，サンクトペテルブルク国

際経済フォーラムに出席するためロシアを訪問したが，

予定を早めて帰国し，７日夕刻の民主党との協議に出席

した後，社会党全国評議会に出席。同大統領は，社会党

全国評議会終了後（午後７時過ぎ）に記者団に対し，全

国評議会は民主党及びＡＣＵＭのいずれとも連立内閣

を組織することを拒否したため，事態は早期選挙へと向

かっている旨発言した。 
・同日午後９時過ぎ，民主党全国政治評議会後にカンド

ゥ民主党副議長は記者団に対し，民主党は早期選挙の

実施が市民生活に悪影響を与えないよう最大限の努力

をすることを約束する旨述べた。 
▼憲法裁判所，連立協議の期限は切れ，議会は解散

されるべきとの判断を示す 
・７日夜，憲法裁判所は，選挙の有効が確認された日（３

月９日）から３ヶ月（９０日）を経過した６月７日までに新し

い内閣が成立しなかったため議会は解散されなければ

ならないとの判断を示した。 
▼ＡＣＵＭと社会党との協議再開で連立に合意 
・７日深夜から８日午前にかけて，社会党及びＡＣＵＭは

断続的に協議を行い，８日午前１１時過ぎ，同日午後０時

３０分に議会を招集する旨発表した。 
▼民主党は反発 
・これに対しカンドゥ民主党副議長は，既に機能していな

い議会において現在起きていることは立法機関による権

力の乱用であるとしつつ，ドドン大統領は７日の民主党と

の協議において連立の条件として民主党が受け入れ不

可能な新たな論点をいくつも持ち出し，その一つはモル

ドバの連邦化であり，在モルドバ・ロシア大使立ち会いの

下で社会党と民主党との秘密合意文書締結を提案した

旨明らかとした上で，かかる主張は国家への背信行為に

当たるとしてドドン大統領を罷免すべきとした。 
新内閣の発足 
▼サンドゥ新内閣の発足 
・８日午後，社会党３５議員とＡＣＵＭ２６議員が出席して

議会が開会され，新議長に社会党推薦よるグレチャヌ同

党党首が秘密投票の結果賛成５６票で選出された。 
・引き続き，議会常設事務局，各委員会委員の選出が行

われた後，首相候補としてサンドゥＰＡＳ党首への信任投

票（挙手）が行われ，出席議員６１名の全員一致で新首相

候補に承認された。引き続き，サンドゥ新首相候補より新

閣僚が発表されて承認された。その後ドドン大統領は，

議会内で全閣僚を任命する大統領令を署名し，新閣僚

の宣誓式が行われ，ドドン大統領は６月８日付けで新内

閣が成立した旨宣言した。 
▼新閣僚の顔ぶれ 
副首相兼内務相：アンドレイ・ナスターセ（Andrei 
Nastase） 
副首相兼国家再統合相：バシレ・ショバ(Vasile Sova) 
外務・欧州統合相：ニコラエ・ポペスク(Nicolae Popescu) 
農業・地域発展・環境相：ジョルジェタ・ミンク(Georgeta 
Mincu) 
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国防相：パベル・ボイク(Pavel Voicu) 
経済・ イ ンフ ラ 相：バ ディム ・ ブ ル ンザ ン (Vadim 
Brinzan) 
財務相：ナタリア・ガブリリツァ(Natalia Gavrilita) 
司法相： ス タ ニ ス ラ ブ ・ パ ブ ロ フ ス キ (Stanislav 
Pavlovschi) 
教育・文化・研究相：リリアナ・ニコラエスク－オノフレイ

(Liliana Nicoaescu-Onofrei) 
保健・ 労働・ 社会保障相： ア ラ ・ ネ メ レ ン コ (Alla 
Nemerenco) 
※ショバ副首相及びボイク国防相は社会党推薦 
▼民主党，新内閣の成立を認めず 
・８日夕刻に記者会見を行ったプラホトニュク民主党党首

は，社会党及びＡＣＵＭの行動はクーデターであるとし

た上で，ドドン大統領及び社会党はロシアから資金提供

を受けるなど国内法に違反しており，政府に参加する資

格はない旨述べた。また，モルドバの連邦化を主張する

ドドン大統領を反逆者であるとして，議会の早期選挙と同

時に大統領の早期選挙を進める旨発表した。 
▼フィリプ首相，大統領代理として９月６日の早期選

挙実施の大統領令に署名 
・９日，憲法裁判所は議会の解散を認め，ドドン大統領が

議会解散の大統領令に署名しないことは憲法違反である

として大統領の権限を一時的に停止し，フィリプ首相に

大統領代理として権限を委譲し，同日フィリプ首相は，議

会解散と９月６日の早期議会選挙実施の大統領令に署名

した。 
▼ドドン大統領，早期選挙の実施を取り消す大統領令

に署名 
・１１日，ドドン大統領は，フィリプ首相が９日に大統領代

理として署名した大統領令（議会解散と９月６日の早期議

会選挙実施を規定したもの）を取り消す大統領令に署名

した旨発表した。 
・これに対し，チェボタリ民主党副議長は，記者会見にお

いて，フィリプ首相が大統領代理として署名した大統領

令は既に官報に掲載され法的効力を生じており，最早手

続きを止めることは出来ない旨反論した。 
議 会 
▼選挙法改正審議の開始 
・１１日，社会党議員及びＡＣＵＭ議員が出席する議会が

開催され，選挙法の改正について第１読会が行われた。

比例代表制と小選挙区制の混合制を廃止し比例代表制

のみとする提案が行われ，投票の結果採択された。 
その他 
▼フィリプ民主党内閣，在イスラエル・モルドバ大使館

のエルサレム移転を閣議決定 
・１１日，フィリプ民主党内閣は，在イスラエル・モルドバ

大使館をテルアビブからエルサレムに移転させる閣議決

定を行ったことを発表した。 
・サンドゥ新首相は，今般のフィリプ内閣の決定に関し，

正当性のない期限切れの政府が，そのような政治的決定

を行うことは米国に対するある種の侮辱であるとした。ま

た，米国もそのような決定を評価しないことは確実だと切

り捨てた。 
▼民主党内閣総辞職 
・１４日午後５時３０分に開催した記者会見において，チェ

ボタリ民主党副党首はフィリプ民主党内閣の総辞職を発

表した。 
▼憲法裁判所，議会解散と新政府発足に関する判断

を取り消し 
・１５日，憲法裁判所は，６月７日から９日の間に同裁判所

が採択した議会解散と新政府発足等に関する判断の見

直しを行い，これらの判断を全て取り消す旨発表した。こ

れにより，６月７日までに新政府が成立しない場合に議

会は解散されなければならないとの判断，８日に任命さ

れたグレチャヌ議長，サンドゥ首相及び同内閣は違憲で

あるとの判断，ドドン大統領を一時停職としてフィリプ首

相が大統領代行として議会を解散して早期選挙日程を９

月６日としたことは合憲であるとした憲法裁判所の判断は

全て取り消されることとなった。 

２．外政 

▼コザク露副首相のモルドバ訪問 

・３日，モルドバを訪問中のコザク露副首相はドドン大統

領，フィリプ首相，サンドゥＰＡＳ党首らと会談した。コザク

露副首相は，記者団に対し，議会の早期選挙は遅かれ

早かれ行われるだろうとしつつ，ロシアは公平かつ透明

性のある早期選挙が行われるために一時的な連立合意

を行うことをモルドバの各政党に対して提案した旨述べ

た。 
・４日，コザク露副首相はトランスニストリアを訪問し，クラ

スノセルスキ「大統領」と会談した。コザク副首相は，トラ

ンスニストリアにはロシア国民が生活しており，また地域

は困難な状況に直面していることから，ロシアは引き続き

同地域を支援していく旨述べた。また，地域における紛

争が最終的に解決されるまでロシアは５＋２協議に積極

的に参加していく旨発言した。 
▼ハーン欧州委員のモルドバ訪問 
・３日，ハーン欧州委員（欧州近隣政策・拡大交渉担当）

がモルドバを訪問し，ドドン大統領，フィリプ首相，ＡＣＵ

Ｍ関係者，社会党関係者，民主党関係者らと相次いで会

談を行った。サンドゥＡＣＵＭ共同議長及びナスターセ

同共同議長との会談においては，現在の政治危機の解

決策について話し合った。また，社会党幹部との会談に

おいては，社会党側からはＡＣＵＭが社会党からの提案

を全て拒絶しているために協議が進まない旨説明しつ

つ，社会党としては早期選挙を希望していないとの立場

を強調した。また，社会党としては最終的な立場を近く開

催予定の党の全国評議会において決定する予定である

とした。 
・ハーン欧州委員は，ＥＵは誰に対しても何ら強要するこ
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とはしないとしつつ，モルドバ国民の生活水準の向上の

ために行動する安定した政府ができることに関心がある

とした。また，早期選挙が行われる場合にはＩＭＦはモル

ドバでのプログラムを停止することになり，それはモルド

バにとって財政的に大きなダメージとなると述べた。 
３．経済 

▼雇用創出政府補助金 

・３日，各企業が２０１９年中に創出される新規の雇用に

つき，４万モルドバレイ（約２，２２２ＵＳＤ）の政府補助金

を受けることができる新たな制度が明らかとなった。７月

末までに財務省に所定の書類を申請し，一定の条件を

満たせば本年末までに補助金が支払われる。主な条件

は，１００以上の新規ポストを創設すること，新たに雇用さ

れる従業員の平均月額給与が経済指標における平均月

額給与の７５％以上であること，少なくとも３年間は当該ポ

ストが維持されること，公的借金がないこと。 
▼モルドバ国鉄の組織改編他 

・３日，ガブリチ経済・インフラ相は，パトローネ EBRD 東

欧コーカサス局長と会談し，モルドバのインフラ整備，欧

州交通網への統合，エネルギー分野のリハビリについて

協議した。更に，２０１８－２０２１年のモルドバ国鉄（CFM）

リストラ・ロードマップの実行についても話がなされた。鉄

道インフラ整備，旅客，貨物と３つの独立した会社に分割，

鉄道局と事故調査局の新規設置，民間企業の鉄道参入，

鉄道運営新規オペレータの導入など CFM の組織改編

についても話し合った。 
▼２０１９年第1 四半期携帯電話市場 

・３日，国家電子コミュニケーション情報技術局によれば，

２０１９年第 1 四半期の携帯電話の売上は，７２７．２百万

レイ（約４０．４百万ドル）で，対前年同期比２．８％の減少。

市場のシェアは，Orange Moldova６４．７％，Moldcell２
９．５％， Moldtelecom５．８％。 
▼２０１９年第1 四半期平均月収 

・７日，国家統計局によれば，２０１９年第 1 四半期の名目

平均月収は６，９２３レイ（約３８４．６ドル）で，前同期比１７．

２％の上昇。実質的な上昇は１４．３％。 
▼２０１９年５月末の外貨準備 

・７日，モルドバ国立銀行は２０１９年５月末時点の外貨準

備が２８億９１．２５百万ドルであると発表した。対前月１３．

７３百万ドルの減少。減少の主な要因は外国為替介入の

ため１４百万ドル，借款関連で７．１９百万ドル，財務省支

払い７．５４百万ドル，外国為替レートの下落５．９５百万ド

ル。 
▼２０１９年第1 四半期のガス負債 

・７日，モルドバガスの露ガスプロムに対する２０１９年第

1 四半期末時点の負債額は，６３．４億ドルとなったことが

明らかとなった。なお，同第1四半期のモルドバガスから

ガスプロムへの支払額は，１６４．５百万ドルとなる。 

▼２０１９年５月時点のインフレ率 

・１０日，国家統計局は，２０１９年５月時点の過去 12 ヶ月

の年間インフレ率が４．６％と発表した。食料品８％，非食

品４％，サービス０．１％の上昇。 
 同様に２０１９年５月の消費者価格指数（ＣＰＩ）は，対前

月比１０１．４％を記録。 
▼２０１９年４月の外国貿易 

・１４日，モルドバの外国貿易について発表があり，４月

の輸出総額は２１５．８百万ドルで，前月比１６．１％の減

少。また，２０１９年１～４月の累積輸出額は９４８．７百万ド

ルで，前年同期比８．１％の上昇。 
６３．５％が対ＥＵ向け輸出で，１４．６％が対ＣＩＳ向け。 

・同４月の輸入総額は５１５．４百万ドル，前月比３．４％の

減少。また，２０１９年１～４月の累積輸入額は１８．８億ド

ルで，前年同期比６．２％の上昇。 
５０．２％がＥＵかからの輸入，２３．９％がＣＩＳから。 

・貿易赤字は，同１～４月累積額９３１．９百万ドルで前年

同期比４．４％の上昇。 
・同１～４月の日本への累積輸出額は４０１，８２０ドルで

前年同期比５０％の上昇，また，同期の日本からの累積

輸入は１５．２１９百万ドルで対前年同期比６．３２％の減

少。対日貿易赤字は１４．８１８百万ドル。 
▼ウクライナからのガス供給の提案 

・１４日，ウクライナのガス会社Ukrtransgazから，モルド

バに対するガス供給についての提案が明らかになった。

現在，ウクライナはＥＵからガスを購入しており，２０１９～

２０２０年の冬の間のモルドバへのガス供給が可能な状

態にある。 

 

（了） 


